
職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書（案） 

 

日頃より、教育の発展にご尽力されていることに対し敬意を表します。 

新型コロナウィルス感染症対策として 3月には全国で一斉臨時休業の要請が

行われました。また、4 月以降も、再開する学校、休業が延長された学校、再

休業に入る学校などがあり、学校現場では学びの保障や心のケア、感染症対策

など教職員が不断の努力を続けています。今後は、感染症防止の観点からの「新

しい生活様式」における学校教育が求められており、来年度以降も人的配置を

含めた大幅な教育予算の拡充が必要です。 

学校現場では、新学習指導要領への対応だけでなく、貧困・いじめ・不登校

など解決すべき課題が山積しており、子どもたちのゆたかな学びを実現するた

めの教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となって

います。ゆたかな学びの実現のためには教職員定数改善などの施策が最重要課

題です。また、学校現場においては、長時間労働是正にむけて教職員の働き方

改革がすすめられていますが、中でも教職員定数改善は欠かせません。 

改正給特法によって「公立学校の勤務時間の上限に関するガイドライン」が

文科大臣告示（指針）として法的に位置づけられ 4月１日より施行されていま

す。法令のもと「勤務時間」管理体制が整備されたことは一定の前進ですが、

現場では、働き方改革が実感できる状況にまでは至っていません。TALIS 調査

においても日本の教員の 1週間あたりの勤務時間は参加国中で最長であること

が明らかとなっており、学校における働き方改革推進のためには、持ち時数軽

減のための大幅加配や専科教員のさらなる配置拡大等の実効ある施策が必要

です。 

２０２１年度教育予算において、次の事項の実現をはかるよう要請いたしま

す。 

 

記 

 

１．全国的教育水準の確保に不可欠な義務教育費国庫負担制度の国負担率２分

の１への復元を行うこと。 

 

２．子どもたちのゆたかな学びの実現にむけ政府全体で第 8 次教職員定数改善

計画を策定して、以下の教職員定数改善を行うこと。 

（１） 基礎定数の改善 

① 感染症対策ときめ細かな教育を実現する観点から２０人以下学級にむけ

た計画的な少人数学級の実施 

② 小学校外国語専科教員の全校配置など、小学校高学年の教科担任制のた

めの教員配置改善 

③ 学校の働き方改革推進にむけ、当面は小学校では２０時間、中学校では

１８時間など持ち授業時数軽減をはかるための教員配置改善 

（２） 加配による定数改善 



① 子どもの健康課題の多様化や保健室利用者増大に対応するために、養護

教員の小学校複数配置基準を中学校同様の８０１人以上とするための加配

措置 

② 栄養教諭・学校栄養職員の定数配置基準を児童生徒数から学級数に変更

及び大型学校給食センターの定数配置基準を改善するための加配措置 

③ 中学校区ごとの事務職員加配及び省令事務長へのマネジメント加配の 

新設 

（３） 高等学校の定数改善 

① 感染症対策ときめ細かな教育を実現する観点から３０人以下学級を実現

するための段階的な少人数学級の実施及び定時制における２０人以下学級

の実現 

② 通級指導を実施するすべての高等学校への複数の教員加配 

③ 事務長の基礎定数化 

（４） 法令・基準の改正 

① 養護教諭、事務職員、栄養教諭・学校栄養職員の必置及び学校現業職員

を位置づける学校教育法等の改正 

② 「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する

基準」をふまえた 1 学級の幼児数となるよう、幼稚園設置基準の見直し 

 

３． 感染症対策の観点から、少なくとも今年度補正予算で措置された人員に

ついては、来年度以降も継続して配置すること。 

 

４． 中教審答申の趣旨・事務次官通知を徹底し、学校現場における働き方改

革等にむけ、必要な予算を確保すること。 

（１） スクール・カウンセラー、スクール・ソーシャルワーカー、学習指導員、

スクール・サポート・スタッフ、部活動指導員、ICT 支援員、学校司書、

特別支援教育支援員、看護師、介護職員などの配置拡充・処遇改善を行う

こと。 

 

５． 国による教育予算の確保を行うこと。 

（１） 感染症対策の観点から、すべての学校における施設整備 

（２） 高校授業料について、国際人権Ａ規約の趣旨をふまえ無償制に復元する

こと。当面は、就学支援制度の拡充、奨学のための給付金の増額をするこ

と。また、大学授業料の軽減と授業料免除対象者の拡大と大学生に対する

給付型奨学金の拡充等を行うこと。 

（３） 国立大学法人運営費交付金の増額と教育・研究の自由が確保される公

平・公正な配分、ゆたかな私学教育のための私学助成を拡充すること。 

（４） 東日本大震災の「被災児童生徒就学支援等事業」について、引き続き全

額国庫負担による支援及び義務教育以外の事業継続をはかること。また、

熊本地震等の災害等の理由により就学・修学が困難な子ども対象の「被災

児童生徒就学支援等事業」について引き続き継続すること。 

（５） 教職員の勤務実態と職務の複雑、困難及び責任の度の高まりに即した給 



与改善のための予算措置を行うこと。 

（６） 教職員の退職手当に係る調整額区分の適用改善をはかること。 

（７） 障害のある教職員に対して合理的配慮が保障されるよう、施設・設備

の改善充実をはじめ必要な予算措置を行うこと。 

（８） 学校給食衛生管理の基準を遵守するため、給食調理場の空調設備など

の改善充実並びに人員配置のための予算措置を行うこと。 

（９） 定時制・通信制高校における就職支援員や日本語指導員などの人員配

置を講ずること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。 
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